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◆ 5/1　自・民・公議員ら改憲推進大会　

憲法審査会の始動と改憲論議の再開を決議

　自民、民主、公明、国民新各党などの改憲派議員らでつくる新憲法制定議員同盟（会長・中曽根康弘元首相）は、「改憲ストップ！」を高らかに掲げた第79回メーデーに対抗するかのように「新しい憲法を制定する推進大会」を5月1日、国会の憲政記念館で開催した。国会議員51人を含め、自民党地方関係者、日本経団連や日本商工会議所などの財界関係者ら千人が参加した。
　3月の同議連の総会で、民主党幹部を役員にすえるなど新体制とし、改憲世論を盛り上げる「国民運動」の契機にしようと計画されたもので、大会では、改憲原案の審査権をもつ憲法審査会の始動と改憲論議の再開を求める決議を採択しました。
また、新たな憲法のあり方について、(１)日本の歴史・文化・伝統の香り高い憲法(２)自由・民主・人権・平和・国際協調を基本とする(３)国際平和を願い、他国と共にその実現のため協力し合うことを誓う(４)自然との共生を信条に、美しく豊かな地球環境をまもる――の4つの目標を掲げました。以下、大会での発言を各紙から拾いました。

<中曽根康弘会長>

「一意専心、不惑の信念を持って、戦後に生まれた憲法を正しい憲法に作り直し、責任を果たしたい。今の憲法体制、政治体制では、日本の地位が低下するのは必至だ」(読売) 「今の憲法体制では日本の地位が低下していく。日本をもう一度上昇気流に乗せて、先進一流国家として存続させるのがわれわれの目的だ」(産経)

<自民党伊吹文明幹事長>

「わが党の立党精神は憲法改正。期待されている国際的な義務があり、環境など、かつて気づかなかった価値観を思い起こす余裕も出てきた」(産経)「変化に対応した憲法をつくるのが党是」(赤旗)

<町村信孝官房長官>

「憲法審査会がせっかくできているのに、いまだに議論が一度も行われていないのは国会の怠慢」(赤旗) 「首相は１月の施政方針演説で、もっと憲法議論を活発にしてもらいたいと明確に述べている。（憲法審査会で）議論が一度も行われていないのは国会の怠慢」(毎日)

<民主党の長島昭久副幹事長>

「昨日（の租税特別措置法改正案の再可決）は敵味方に分かれて対決したが、実は民主党も憲法改正を党是としている」(毎日) 民主党も憲法改正を党是としている。きょうの会合を機に憲法審査会を動かしたい」(産経)

民主党の鳩山由紀夫幹事長や前原誠司前代表は欠席したとされるものの、副幹事長の長島氏が「民主党も憲法改正を党是としている」と発言していることは、国会で一見激しく対立しているようであっても、改憲政党としては共通の政党であることを自ら認めたものとして重大です。
◆ 埼玉　5月は100か所駅頭宣伝に挑戦

 埼玉県内での 4月の「9の日宣伝」は47か所で行われ431人参加し、今年最高の取り組みとなりました。通行者の反応も上々でとくに若い人の反応が良かったとの報告が各地から寄せられています。その一部を紹介します。
＊通りすがりの青年２人がビラ配付に参加してくれた（川越駅）

＊若者が一緒に配らせてくれと言ってきた（浦和駅西口）

＊「みんなどうして署名しないの」と、若い人が署名（北浦和駅）

＊高校生が集団で署名（２３筆）してくれた。（南浦和駅）

＊若い人のビラ受け取りすごく良くなった（八潮駅）

＊女子高生がよく署名してくれる（上尾駅）

*警察官も受け取った（浦和駅）＊カンパ２０００円くれた（春日部駅）
＊「毎月ご苦労様」と言われて嬉しかった（岩槻駅）
＊恒久法や年金問題にも反応があった（入曽駅）
＊リレートークしていたら「がんばれ」と声がかかった（戸田公園駅）

埼玉県内には約２３０の駅がありますが、５月は１００か所に挑戦します。

■ さいたま市　会場超満員の総会と学習会

４月１１日、埼玉教育会館で開催された「さいたま市共同センター」の総会と、渡辺治先（一橋大）の「ストップ改憲・海外派兵恒久法」の講演会は、イスをつぎ足す超満員の参加者で盛り上がりました。渡辺先生の歯切れよく分かりやすい話に、参加者は頷きながら聞き入り、これからの活動に大きな勇気を得ました。
(埼玉共同センターニュース№34より)
◆ 兵庫　漢文の視点から憲法を説く　
　４月１８日神戸大学構内で「神戸大学教職員９条の会」の第２回総会が開かれ９０人が参加しました。
　活動方針の提案で和田進事務局長は、イラク派兵に違憲判決を下した名古屋高裁判決の意義を解説し、改憲派マスコミでもある読売新聞が行っている世論調査で、改憲反対が「９条の会」の発展につれて増加していると述べました。こうした草の根の憲法を活かす運動をもっと強化しようとうったえました。
　一海知義神戸大学名誉教授は「憲法の文章」と題し、聖徳太子１７条憲法や明治憲法と現在の日本国憲法について、漢文の視点から様々な例を上げながら比較して語りました。改憲派が９条をゆがめて解釈しながら武力を保持し続けるやり方もするどく批判しました。(兵庫共同センターニュース161号より)
◆ ながさき　5月「憲法月間」 「９条守れ」の大きなうねりを

憲法改悪反対ながさき連絡会（長崎市）は4月２５日、「憲法月間」の成功をめざす活動者会議を開きました。会議は、「自衛隊のイラク派遣は違憲」だとする名古屋高等裁判所の判決の意義について学習したあと、長崎市内での「憲法月間」の取り組みについて討論。5月３日の「憲法記念日」の宣伝行動の具体化と「9条フェスタ２００８春」への参加促進などを確認しました。 

また、長崎市周辺の自治体を訪問して要請と懇談をおこなう「憲法キャラバン」に合わせ、９日午後５時からは、鉄橋で数十人による大宣伝行動を実施することを決めました。同連絡会では、参加団体や地域・職場の９条の会など、「９条を守れ」と願う多くの市民の参加を呼びかけています。(ながさき共同センターニュース13号より)
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